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子育てサポート企業(くるみん企業)が増えています！ 
～平成 25 年度次世代育成支援対策推進法施行状況～ 

 

１ 認定状況  ～ 平成２５年度は新たに７社を認定 ～ 
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県内の認定企業数推移

（平成 26 年 3 月末現在） 

福井労働局発表 

平成 26年 5 月 2日   

 

福井労働局 

 

福井労働局(局長 加藤 滋穂)は、平成２５年度、次世代育成支援対策推進法に基づき   

「子育てサポート企業」を新たに７社認定しました(認定企業の取組概要は別添１)。 

県内では初めて努力義務企業(１００人以下)から認定企業が２社誕生しました。 

これで、県内の認定企業は合計１９社、うち２回目認定企業は３社となりました（別添２）。 
 

＜平成 25 年度認定企業＞ 

株式会社シャルマン(鯖江市) 

医療法人たけとう病院(勝山市) 

医療法人千寿会(福井市） 

医療法人広瀬病院(鯖江市) 

医療法人誠医会(越前市）努力義務企業！ 

花咲ふくい農業協同組合(坂井市) 

社会福祉法人ほのぼの苑(南越前町)努力義務企業！ 

  

 認定企業は、男性の育児休業等の取得促進のために休業のうち数日を有給としたり、管理

職の理解を促進するための研修の実施などに取り組んでいます。 

 

 福井県 富山県 石川県 全国計 

認定企業数 19 社 21 社 17 社 1,818 社 

福井労働局雇用均等室 

雇 用 均 等 室 長 野添 雅恵 

地方短時間労働指導官 吉﨑 広明 

電話 (0776)22-3947 

 

 

担 

当 

次世代認定マーク「くるみん」 

＜北陸３県の認定企業数＞ 



２ 一般事業主行動計画の策定・届出状況 ～ 届出事業主は７１５社 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞北陸３県の届出企業数(詳細は別添３) 

  福井県 富山県 石川県 全国計 

届出企業数 715 社  1,518 社  1,539 社  67,640 社  

 

 

３ 平成２６年度の福井労働局の取組 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成 26 年 3 月末現在） 

 労働者数１０１人以上企業は、「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務付けられてい

ます。福井労働局管内の届出企業数は、努力義務企業を含めて７１５社です。 

 

企業規模別の届出状況 

労働者数 301 人以上企業               67 社／ 67 社中(届出率 100％) 

労働者数 101 人～300 人企業           258 社／263 社中(届出率 98.1％） 

労働者数 100 人以下企業(努力義務企業）390 社 

 

１．育児休業中の経済的支援の強化 

平成２６年４月１日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が上がりました 

(別添４)。また、同じく平成２６年４月１日から、産前産後休業中の社会保険料が免除にな

りました。 

福井労働局では、男性の育児参加に取り組む企業が活用できる支援策の周知を図ります 

(別添５)。 

 

２．個別相談会の開催 

企業における両立支援の取組を進めるため、毎週木曜日、個別相談会を開催します(別添６)。 

 時間：毎週木曜日 ９時３０分～１６時 

 場所：福井労働局(福井市春山１丁目１番５４号) 

 

３．次世代法の改正 

平成２７年３月までの時限立法である次世代育成支援対策推進法を１０年間延長するとと

もに新たな認定制度の創設などを内容とする改正法案が平成２６年４月１６日に成立したこ

とから、今後、来年４月１日の円滑な施行に向け、周知を図ります(別添７)。 



【添付資料】 

別添１ 平成 25 年度認定企業の主な取組内容 

別添２ 福井労働局管内の次世代法第１３条に基づく認定企業一覧 

別添３ 一般事業主行動計画策定・届出状況 

別添４ リーフレット「平成 26年 4月 1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金

の支給率を引き上げます」 

別添５ リーフレット「男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです」 

別添６ 個別相談会のご案内 

別添７ 次世代育成支援対策推進法の主な改正事項 

別添８ 次世代法Ｑ＆Ａ 


